
令和５年３月２９日

和歌山県公共工事入札参加資格所有の皆様へ

和歌山県 県土整備部
県土整備政策局 技術調査課

公共工事入札参加の皆様へお知らせ

いつも和歌山県の県土整備行政にご協力いただき、誠にありがと
うございます。
令和5年度の公共工事から下記の事項が追加されるのでお知らせし

ます。
ご理解ご協力をよろしくお願いします。

記

総合評価制度における
けんさんぴん登録されていない県産品建設資材の公表

県産品建設資材をより広く使っていただくため、未登録県産品
が総合評価制度で提案され評価された場合、提案された県産品建
設資材を公表し、けんさんぴん登録します。
そのため、技術提案提出時に未登録県産品の公表及びけんさん

ぴん登録についての同意書を添付していただきます。
※令和５年６月１日以降公告の工事から適用予定。

※詳細や様式は決まり次第技術調査課ホームページに公表します。



総合評価制度における

けんさんぴん登録されていない県産品建設資材の公表

和歌山県では、県産品建設資材をより広く使っていただくため、未登

録県産品が総合評価制度で提案され評価された場合、提案された県産

品建設資材を公表し、けんさんぴん登録します。

１．上記③で「けんさんぴん登録リスト」未登録の県産品建設資材を提案し、最高

評価値入札者になった場合は、提案資材の公表及びけんさんぴん登録について、

資材メーカー及び最高評価値入札者の同意書を技術提案提出時に提出

↓

２．評価した未登録の県産品建設資材について、県は工事契約後速やかに「けんさ

んぴん登録リスト」へ「けんさんぴん登録予定資材」として記載し、技術調査

課のホームページで公表

↓

３．資材メーカーはけんさんぴん登録を技術調査課へ申請

↓

４．「けんさんぴん登録リスト」へ登録（２、５、８、１１月）

※詳細や様式は決まり次第技術調査課ホームページに公表します。

※令和５年６月１日以降公告の工事から適用予定。

※参照 落札者決定基準

※手続きフローチャート（案）


